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平成３１年３月２９日 

西 伊 豆 町 要 綱 第 ７ 号 

 

 

西伊豆町給付型奨学金支給要綱 

 

西伊豆町給付型奨学金支給要綱（平成30年西伊豆町要綱第20号）の全部を

改正する。 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、西伊豆町立中学校と連携型中高一貫教育を行っている

静岡県立松崎高等学校（以下「松崎高校」という。）の学力向上を図り、

松崎高校存続と地域力維持のため、西伊豆町立中学校（以下「中学校」と

いう。）を卒業し松崎高校に進学する成績優秀者の保護者等に対して、修

学に必要な資金（以下「奨学金」という。）を予算の範囲内で支給するこ

とに関し必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要綱において「保護者等」とは、学校教育法（昭和22年法律第

26号）第16条に規定する保護者及びその保護者に相当する者として町長が

認める者をいう。 

２ この要綱において「当該年度」とは、保護者等が奨学金の支給を受ける

年度のことをいう。 

３ この要綱において「奨学生」とは、中学校を卒業し松崎高校に進学及び

在学する成績優秀者であって、第７条第１項の規定に定める条件を満たす

者をいう。 

（奨学金の支給対象者）  

第３条 奨学金の支給の対象となる者は、在学する学校長が推薦する中学校

生の保護者等であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。  

(1) 町内に住所を有すること。 

(2) 当該年度の前年度の３月に中学校を卒業見込みであり、かつ、当該年

度の４月に松崎高校に進学する者の保護者等であること。 

(3) 申請時において、所属する中学校における成績優秀者の保護者等であ

ること。 

(4) 町税等の滞納がないこと。 

(5) 水道料金、温泉使用料、公営住宅使用料、学校給食費等の滞納がない
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こと。 

(6) 他の給付型奨学金の支給を受けていないこと。 

（支給額）  

第４条 奨学金の支給額は、奨学生１人につき次のとおりとする。 

(1) 松崎高校１年次 月額１万円 

(2) 松崎高校２年次 月額１万５千円 

(3) 松崎高校３年次 月額２万円 

（支給期間）  

第５条 奨学金を支給する期間は、３年を限度とする。  

（支給申請）  

第６条 奨学金の支給を受けようとする者は、当該年度の前年度の１月末日

までに、給付型奨学金支給申請書（様式第１号）に次の書類を添えて町長

に提出しなければならない。  

(1) 生活状況等調査同意書（様式第２号） 

(2) 推薦調書（様式第３号） 

(3) その他町長が必要と認める書類 

（奨学生の決定）  

第７条 奨学生は、奨学生選考委員会（以下「委員会」という。）の選考に

より、委員会で別に定める成績要件を満たす前条の申請があった中学校生

の中から選定し、当該年度の前年度の３月末日までに町長が決定する。  

２ 町長は、前項で決定した結果を西伊豆町給付型奨学金支給結果通知書（様

式第４号）により、申請者へ通知するものとする。  

３ 第１項の委員会については、教育委員会が別に定める。  

（支給時期）  

第８条 当該年度の奨学金は１年分をまとめて支給するものとし、支給時期

は４月末日とする。ただし、松崎高校入学後の奨学生の成績について、当

該年度の前年度の学年末の成績が成績優秀者としての要件を満たさなか

ったときは、４月末日の支給を見送り、当該年度の第１学期末の成績が成

績優秀者としての要件を満たした場合に限り、９月末日に支給するものと

する。  

（届出）  

第９条 奨学金を受給している者（以下「受給者」という。）は、本人又は

奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やか

に町長に届けなければならない。  

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。 
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(2) 退学したとき。 

（支給の停止）  

第10条 町長は、受給者又は奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認

める場合は、支給を停止するものとする。  

 (1) 奨学金の支給を辞退したとき。 

 (2) 偽りその他不正の手段により奨学金の支給を受けたとき。 

(3) 退学したとき。 

(4) 町内に住所を有しなくなったとき。 

(5) 松崎高校入学後の奨学生の成績について、学年末に続き次年度の第１

学期末の成績が成績優秀者としての要件を満たさなくなったとき。 

(6) その他奨学金支給の停止が必要と認めたとき。 

２ 前項の規定により奨学金の支給を停止された者は、支給を停止する理由

が前項第２号、第３号、第４号又は第６号に該当する場合において、町長

が奨学金を返還させる必要があると認めるときは、当該奨学金の全部又は

一部を返還しなければならない。  

３ 町長は、第１項の規定により奨学金の支給を停止したときは、西伊豆町

給付型奨学金支給停止通知書（様式第５号）により当該受給者へ通知する

ものとする。 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか奨学金の支給に関し必要な事項は、町

長が別に定める。  

 

附 則  

この要綱は、公布の日から施行する。 

 



 

様式第１号（第６条関係） 

  年  月  日 

 

給付型奨学金支給申請書 

 

西伊豆町長 様 

 

 西伊豆町給付型奨学金支給要綱第６条の規定により、次のとおり奨学金の

支給を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 申請者（保護者等）について 

ふりがな     奨学生との続柄 

氏 名  印   

住 所 
〒   －  電話番号 

西 伊 豆 町    

２ 奨学生について 

ふりがな  
生年月日   年  月  日 

氏 名  

学校名  学年 第   学年 

３ 家族状況等について 

上
記
２
の
奨
学
生
以
外
の 

同
居
家
族
の
状
況
（
申
請
時
点
） 

奨学生 
との続柄 

氏名 生年月日 年齢 職業、学校名 

     

     

     

     

     

     

     

     

添
付
書
類 

 添付書類について確認をお願いします。  

□ 生活状況等調査同意書 

□ 推薦調書（学校に作成を依頼してください。）  

□ その他必要書類  



 

様式第２号（第６条関係） 

 

生活状況等調査同意書 

 

  年  月  日 

 

西伊豆町長 様 

 

            【申請者（保護者等）】 

住  所  西伊豆町            

氏  名               ㊞  

生年月日          年  月  日 

 

 

私は、西伊豆町給付型奨学金の支給を受けるため、次の事項を西伊豆町が

調査することについて同意します。 

 

１ 必要な世帯全員の町税等の収納状況 

２ 対象となる奨学生の修学状況 

 

 

（対象となる奨学生） 

氏名 生年月日 学 校 名 学 年 

    

 

 



 

様式第３号（第６条関係） 

 

推  薦  調  書 

 

学校名  

ふりがな  

氏 名  

学  年 第  学年 生年月日 年  月  日 

成績評価 

 

推薦する理由、  

本人の行動・性格、 

家庭等の所見、  

その他の参考事項 

 

 

上記の者は、西伊豆町給付型奨学金の奨学生として適当と認められるの

で、推薦します。 

 

  年  月  日   

 

西伊豆町長 様 

 

      学校長                 印  

 



 

様式第４号（第７条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

        様 

西伊豆町長        印  

 

西伊豆町給付型奨学金支給結果通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった西伊豆町給付型奨学金支給申

請について、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 決定事項 

認 定 ・ 不認定 

〔不認定の場合、その理由〕  

 

 

２ 奨学生氏名  

３ 奨学金の額  

４ 助成期間  

５ 支給の条件  

６ その他  

 



 

様式第５号（第10条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

         様 

 

西伊豆町長        印  

 

西伊豆町給付型奨学金支給停止通知書 

 

     年  月  日付け   第  号で支給の決定をした西伊豆町

給付型奨学金について、下記の理由により支給を停止しますので通知します。 

 

記 

 

１ 奨学生 

学校名  学年 学年 

氏 名  

２ 停止理由 

 

 

 

 

 

３ 奨学金返還の 

有無 

有り ・ 無し 

〔返還金額〕 円 

４ その他 

 

 

 

 


